
第 １ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

政策会議案件書（ 審 議 案 件 ）  

  令 和 ４ 年 ８ 月  ９ 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
市 長 室  

案 件 名 称  
三 浦 市 市 民 交 流 拠 点 整 備 事 業 者 選 定 審 議 会 条 例 の 基 本

方 針 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

－  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

 三 浦 市 市 民 交 流 拠 点 整 備 事 業 者 選 定 審 議 会 条 例 の 基 本 方 針 を 別 紙

の と お り 決 定 す る こ と に つ い て  

現 状 と 課 題  

平 成 2 6 年 に 対 象 敷 地 を 県 立 三 崎 高 等 学 校 跡 地  引 橋 Ａ 地 区 に 限

定 し て 民 間 事 業 者 の 公 募 を 行 い 、 商 業 施 設 の 進 出 に よ っ て 整 備 に

至 っ た が 、 残 り の Ｂ ２ 地 区 で あ る 約 ３ h a の 市 有 地 が 整 備 さ れ て い

な い 。  

現 在 未 整 備 地 区 で あ る 県 立 三 崎 高 等 学 校 跡 地 の 引 橋 Ｂ ２ 地 区 に

お い て 、 官 民 連 携 に よ り 、 県 立 三 崎 高 等 学 校 跡 地 に 官 民 の 多 様 な

施 設 を 整 備 す る こ と で 、 既 設 の 消 防 署 ・ 商 業 施 設 ・ 駐 車 場 と 相 俟

っ て 市 民 交 流 の 拠 点 と な る 施 設 の 整 備 を 実 現 す る た め 、 市 民 交 流

拠 点 整 備 事 業 を 実 施 す る 。  

事 業 実 施 に お け る 事 業 者 募 集 要 件 の 策 定 、 事 業 者 選 定 基 準 の 策

定 、 事 業 者 の 選 定 等 に 当 た っ て は 、 客 観 的 な 調 査 及 び 審 議 を 行 う

必 要 が あ る 。  

案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

客 観 的 な 調 査 及 び 審 議 を 行 う た め 、 市 の 職 員 の ほ か に 学 識 経 験

の あ る 者 、 専 門 知 識 を 有 す る 者 を 委 員 と す る 第 三 者 機 関 を 、 地 方

自 治 法 上 の 附 属 機 関 （ 諮 問 機 関 ） と し て 条 例 に よ り 設 置 し 、 そ の

審 議 結 果 を 踏 ま え て 別 紙 の ３ （ ２ ） の 事 項 を 市 と し て 決 定 す べ き

と 考 え る 。  

審 議 決 定 後 は 、 令 和 ４ 年 第 ３ 回 三 浦 市 議 会 定 例 会 に 議 案 と し て

提 出 す る こ と と し た い 。  

第 ４ 次 三 浦 市 総 合 計 画  

後 期 実 施 計 画  

基 本 目 標 ： 基 本 目 標 を 支 え る 基 盤 整 備  

重 点 施 策 ： 1 3  中 心 核 交 流 機 能 の 育 成  

実 施 計 画 事 業 名 ： 市 民 交 流 拠 点 整 備 事 業  

備 考  説 明 員  盛 永 市 長 室 特 定 事 業 計 画 担 当 課 長  

 


